
飯塚市告示第198号  

 

飯塚市広告掲載基準(平成20年飯塚市告示第242号)の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

令和7年 6月 6日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 



飯塚市広告掲載基準の一部を改正する告示 

改正後 改正前 

第11 業種ごとの基準 第11 業種ごとの基準 

1～28 (略) 1～28 (略) 

29 その他、表示について注意を要すること。  29 その他、表示について注意を要すること。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告 (4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告 

ア 広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告

主の所在地、連絡先の両方を明示する。 

イ アに規定する連絡先については固定電話を原則とする。た

だし、アに規定する連絡先が携帯電話のみの場合であって

も、ホームページ等により責任の所在が確認できるときは、

携帯電話の明示を認めるものとする。 

ウ アの場合において、広告主が法人格を有しない団体のとき

は、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。 

広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主

の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電

話とし、携帯電話のみは認めない。また、法人格を有しない団

体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を

明記する。 

(5)～(8) (略) (5)～(8) (略) 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。 

 


